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９
・
10
月
は
秋
の
環
境
美
化
月

間
で
す
。10
月
21
日
㊊
～
25
日
㊎

に
は
各
ご
み
収
集
場
所
で
腕
章
を

付
け
た
環
境
美
化
推
進
協
議
会
の

役
員
が
ご
み
の
出
し
方
な
ど
の
一

斉
指
導
を
行
い
ま
す
。ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
　

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

ご
み
収
集
場
所
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
週
間

秋
の
環
境
美
化
週
間

まちの花

ニュース

　

上
下
水
道
の
使
用
料
金
は
、使

用
水
量
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
た
額

に
消
費
税
を
加
え
た
額
で
す
。

　

10
月
か
ら
の
消
費
税
率
の
引
上

げ
に
伴
い
、上
下
水
道
使
用
料
金

の
消
費
税
率
も
８
％
か
ら
10
％
に

引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　

継
続
し
て
利
用
す
る
場
合
、経

過
措
置
と
し
て
10
月
検
針
分（
11

月
請
求
分
）は
消
費
税
率
８
％
が

適
用
さ
れ
、11
月
検
針
分（
12
月
請

求
分
）か
ら
10
％
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課 

上
水
道
室

☎
54
・
１
１
１
８（
直
通
）

上
下
水
道
使
用
料
金

消
費
税
率
が
10
％
に

まちの鳥

行
政
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

困
っ
た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

まちの木

　

町
で
は
毎
月
第
２
木
曜
日
に
行

政
相
談
所
を
開
設
し
、行
政
相
談

委
員
が
行
政
活
動
全
般
に
関
す
る

苦
情
や
相
談
を
受
け
付
け
、相
談

者
へ
の
助
言
や
関
係
機
関
に
対
す

る
改
善
の
申
し
入
れ
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。相
談
は
無
料
で
、秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
町
指
定
ご
み
袋
で
出
さ
れ
て
い

な
い
ご
み
に
は
、注
意
シ
ー
ル
を

貼
り
、回
収
を
し
ま
せ
ん
。必
ず
指

定
の
袋
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

定
例
相
談
所 （
第
２
木
曜
日
）

▼
期
日　

10
月
10
日
㊍

▼
時
間

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

▼
場
所　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

渋
川
・
北
群
馬
１
日
合
同
相
談
所

▼
期
日　

10
月
24
日
㊍

▼
時
間　

午
後
１
時
～
午
後
４
時

（
受
け
付
け
は
午
後
０
時
45
分
～

午
後
３
時
30
分
）

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
研
修
室

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
政
策
課 

庶
務
行
政
室

☎
26
・
２
２
４
０（
直
通
）

　

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
日

本
で
は
、物
資
の
輸
送
や
人
馬
の

往
来
が
盛
ん
に
な
り
、全
国
的
に

街
道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
に
は
、当
時
、佐
渡
街
道
、三

国
街
道
、伊
香
保
街
道
な
ど
が
通

っ
て
お
り
、大
久
保
宿
や
野
田
宿

な
ど
が
栄
え
ま
し
た
。　

　

文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
街
道
に
つ

い
て
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。街

道
に
ま
つ
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
興
味

深
い
話
を
ぜ
ひ
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

▼
期
日　

11
月
22
日
㊎

▼
時
間　

午
後
１
時
30
分
～

▼
場
所　

文
化
財
セ
ン
タ
ー

（
南
下
１
３
２
２

−

１
２
）

▼
定
員　

50
人（
先
着
順
）

▼
講
師　

能
登　

健
氏（
元
群
馬

県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
研
究

部
長
）

▼
申
し
込
み
方
法　

電
話
ま
た
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
、氏
名
・
住
所
・
電

話
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

文
化
財
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
９
４
４
３

　

25
・
７
７
６
５

講
演
会「
街
道
を
歩
く
」

文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
催

まちの鳥

行政相談マスコット
「キクーン」



５ 吉岡町役場 ☎54—3111（代表）

消
防
団
秋
季
点
検
を
実
施

見
学
に
お
越
し
く
だ
さ
い

まちの木

　

町
消
防
団
は
、火
災
の
多
発
期

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、消
防
団
の

総
点
検
を
行
い
、組
織
の
強
化
・
消

防
精
神
の
徹
底
の
た
め
に
、秋
季

点
検
を
実
施
し
ま
す
。

▼
期
日　

10
月
６
日
㊐

▼
時
間　

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所　

八
幡
山
グ
ラ
ウ
ン
ド

▼
点
検
・
訓
練
項
目

・
姿
勢
服
装
点
検

・
機
械
器
具
点
検

・
小
隊
訓
練

・
分
列
行
進

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

今月の納税今月の納税

納期限 10月31日㊍
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

固定資産税 …………… 3期
国民健康保険税
介護保険料　　 　　 …4期
後期高齢者医療保険料

　

精
神
保
健
福
祉
普
及
運
動
と

は
、精
神
障
害
者
の
福
祉
増
進
と

国
民
の
精
神
保
健
の
向
上
の
た
め

に
、毎
年
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い

る
運
動
で
す
。

　

う
つ
病
や
統
合
失
調
症
な
ど
の

心
の
病
は
、特
別
な
病
で
は
な
く

誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
も
の
で

す
。過
剰
な
ス
ト
レ
ス
が
原
因
の

１
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
た
め
、自

分
な
り
の
ス
ト
レ
ス
発
散
法
を
見

精
神
保
健
福
祉
普
及
運
動
期
間

10
月
21
日
㊊
～
27
日
㊐

まちの花

つ
け
て
、心
の
健
康
づ
く
り
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

　

心
の
健
康
の
不
調
を
少
し
で
も

感
じ
た
ら
、早
め
に
周
囲
に
相
談

や
受
診
を
し
ま
し
ょ
う
。広
報
よ

し
お
か
14
ペ
ー
ジ
に
あ
る「
こ
こ

ろ
の
相
談
」も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
７
７
４
４（
直
通
）

　

新
た
に
犬
を
飼
う
と
き
は
、犬

の
登
録
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、飼
い
主
は
、年
に
１
度
狂

犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。町
で
は
、各
地
区
を
巡
回

し
、犬
の
登
録
と
予
防
注
射
を
行

い
ま
す
。都
合
の
良
い
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、登
録
済
み
で
予
防
注
射

を
済
ま
せ
て
い
な
い
人
に
は
、狂

犬
病
予
防
注
射
の
お
知
ら
せ
を
送

付
し
ま
す
。注
射
当
日
に
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

か
わ
い
い
愛
犬
の
た
め
に

▼
注
意
事
項

●
会
場
で
は
、常
に
飼
い
主
が
犬

を
押
さ
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

●
登
録
済
み
の
犬
に
変
更
事
項

（
死
亡
・
住
所
異
動
）が
あ
っ
た
場

合
は
、届
け
出
が
必
要
で
す
。必
ず

生
活
環
境
室
へ
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
届
け
出
・
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

注射のみ……

注射＋登録…

3,400円

6,400円
注射2,850円、注射済票交付手数料550円

注射のみの料金に加えて登録手数料3,000円

注射
代金

10月19日㊏
ご都合の良い会場へお越しください。

実施日　

実施会場 時間

小倉集会所（小倉282-6）   9:00～  9:20

吉岡町役場北駐車場（下野田560）   9:30～10:10

木戸集落センター（南下721） 10:20～10:35

大久保集落センター（大久保1310-1） 10:50～11:05

駒寄住民センター（大久保2338-5） 11:15～11:30

漆原文化センター（漆原816） 11:40～11:55

▼問い合わせ先  産業建設課 用地管理室  ☎26-2279（直通）▼問い合わせ先  産業建設課 用地管理室  ☎26-2279（直通）

　城山みはらし公園の植栽工事が完了し、芝生の状態
が安定したため、これまで立ち入り制限を行っていた
部分もご利用いただけるようになりました。
　約38,000㎡の面積をもつ城山みはらし公園ならで
はの魅力が満喫できます。遊び場や健康づくりの場と
してご利用ください。

城山みはらし公園をご利用ください城山みはらし公園をご利用ください
10月から完全開放
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２
万
円
で
２
万
５
千
円
分
の
買

い
物
が
で
き
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
の
販
売
を
10
月
か
ら
開
始
し

て
い
ま
す
。

▼
対
象
者
と
購
入
方
法

①
平
成
31
年
度
の
町
県
民
税
が
非

課
税
の
人（
課
税
者
の
扶
養
と
な

っ
て
い
る
人
な
ど
を
除
く
）

　

申
請
が
必
要
で
す
。対
象
と
思

わ
れ
る
人
へ
申
請
書
を
発
送
し
ま

し
た
。購
入
を
希
望
す
る
人
は
、12

月
２
日
㊊
ま
で
に
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。該
当
と
な
る
人

へ
順
次
購
入
引
換
券
を
発
送
し
ま

す
。 プ

レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
販
売
を
開
始

ポ
ス
タ
ー
の
あ
る
お
店
で
使
え
ま
す②

平
成
28
年
４
月
２
日
か
ら
令
和

元
年
９
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

子
ど
も
が
い
る
世
帯
主

　
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。順

次
購
入
引
換
券
を
発
送
し
ま
す
。

　

購
入
引
換
券
が
届
い
た
ら
、吉

岡
町
商
工
会
で
商
品
券
を
購
入
で

き
ま
す
。購
入
引
換
券
と
本
人
確

認
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、購
入
引
換
券
に
同

封
す
る
チ
ラ
シ
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
商
品
券
使
用
可
能
期
限

令
和
２
年
３
月
31
日
㊋
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先

産
業
建
設
課 

産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）

  

10
月
か
ら
販
売
を
開
始

　

障
害
者
の
生
活
の
安
定
・
向
上

の
た
め
に
、障
害
者
特
別
年
金
を

支
給
し
ま
す
。新
た
に
受
給
を
希

望
す
る
人
は
、10
月
31
日
㊍
ま
で

に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、す
で
に
障
害
者
特
別
年

金
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、①
～

⑤
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
し
な

い
場
合
は
、今
年
度
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

▼
支
給
内
容　

年
額
１
万
円

　

11
月
末
か
ら
12
月
下
旬
に
か
け

て
支
給
し
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
手
帳

□
認
印（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

□
振
込
口
座
の
通
帳（
本
人
か
保

護
者
の
も
の
）

▼
申
請
方
法

　

保
健
セ
ン
タ
ー
で
申
請
書
に
記

入
し
、必
要
な
も
の
と
あ
わ
せ
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　

10
月
31
日
㊍

▼
対
象　

①
～
⑤
に
す
べ
て
該
当
す
る
人

① 

ア
～
ウ
の
い
ず
れ
か
の
手
帳

を
所
持
し
て
い
る

ア
．
身
体
障
害
者
手
帳
３
級

イ
．
療
育
手
帳
Ｂ
１
ま
た
は
Ｂ
２

ウ
．
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
　

３
級

② 

①
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

か
ら
、平
成
31
年
４
月
１
日
時
点

で
１
年
以
上
町
に
居
住
し
て
い
る

③ 

左
記
の
い
ず
れ
も
受
給
し
て

い
な
い

・
恩
給
法
お
よ
び
戦
傷
病
者
戦
没

　

者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
増
加

　

恩
給
、
傷
病
年
金
、
障
害
年
金

・
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎

　

年
金

・
町
か
ら
支
給
さ
れ
る
敬
老
年
金

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

④ 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
で

あ
る

⑤ 

生
活
保
護
受
給
世
帯
で
な
い

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
７
７
４
４（
直
通
）

障
害
者
特
別
年
金
の
支
給

受
給
希
望
者
は
10
月
31
日
㊍
ま
で
に
申
請
を

まちの鳥

このポスターがある
町内の事業所で
使用できます。


